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計算書類に対する注記（つばさ拠点）
別紙2

1.重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法　　

　該当なし

（２）固定資産の減価償却及び評価方法

　①有形固定資産　定額法

　②無形固定資産　定額法

（３）引当金の計上区分

　①賞与引当金

　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上する。

　②退職給付引当金

　　公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度における法人の負担する掛金額と同額

　を計上する。

　③徴収不能引当金

　　毎会計年度末において、徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当

　金に計上する。

2.重要な会計方針の変更
徴収不能引当金について、徴収不能額の発生の可能性は低く、計上額も少ないため、引当金の計上は

しないこととしていたが、個別に徴収することが不可能な債権が生じたため、引当金の計上をするこ

ととした。

3.法人で採用する退職給付制度
公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度

4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

　　（１）　つばさ拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式　第3号第4様式）

　　（２）　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

　　　　　　ア　「法人本部」

　　　　　　イ　「特別養護老人ホーム　つばさ」

　　　　　　ウ　「老人短期入所生活介護　つばさ」

　　　　　　エ　「訪問看護事業　つばさ」

　　　　　　オ　「認知症対応型デイサービス　つばさ」

　　（３）　拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

　　　　　　ア「法人本部」

　　　　　　イ「特別養護老人ホーム　つばさ」

　　　　　　ウ「老人短期入所生活介護　つばさ」

　　　　　　エ「訪問看護事業　つばさ」

　　　　　　オ「認知症対応型デイサービス　つばさ」

当期末残高当期減少額当期増加額前期末残高基本財産の種類

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)

5.基本財産の増減の内容及び金額

土地 6,340,000 0 0 6,340,000

建物　 264,883,658 0 11,271,645 253,612,013

　 合 計 　 271,223,658 0 11,271,645 259,952,013
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6.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特
別積立金の取崩し
該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 6,340,000 円

建物（基本財産） 253,612,013 円

土地（普通財産） 31,561,167 円

計 291,513,180 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 196,483,500 円

計 196,483,500 円

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

当期末残高減価償却累計額取得価額

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

土地（基本財産） 6,340,000 0 6,340,000

建物（基本財産） 375,721,500 122,109,487 253,612,013

土地 32,700,367 0 32,700,367

建物 286,388 286,387 1

機械及び装置 12,501,790 5,839,372 6,662,418

車両運搬具 4,471,168 4,284,816 186,352

器具及び備品 34,945,976 33,007,489 1,938,487

　 合 計 　 466,967,189 165,527,551 301,439,638

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

債 権 額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし 0 0 0

　 合 計 　 0 0 0

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄 帳簿価額 時 価 評価損益

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし 0 0 0

　 合 計 　 0 0 0

11.重要な後発事象
該当なし
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12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし


